
                                  

 

２ ０ １ ６ 年 ３ 月 １ １ 日 

西 都 市 

西日本電信電話㈱ 宮崎支店 

 

 

 

「災害時における特設公衆電話の設置・利用に関する協定」の締結について 

 

 

 

西都市（市長：橋田 和実）と西日本電信電話㈱宮崎支店（支店長：朝長 和彦）は、特設公衆電

話※の事前設置と利用について、協定書を締結し、順次、設置を進めていきます。 

 

※避難住民に対する迅速かつ確実な通信手段の早期提供を図るため、自治体が管理する避難所等へ設置される事

前設置型の公衆電話 

 

 

記 

 

 

１． 概 要 

 

 大規模災害時等による避難所開設時に避難された方々に対し、速やかに通信手段の提供ができ

るよう、避難所に特設公衆電話回線の事前設置を行ないます。 

 

２． 調印式 

 

日 時   ２０１６年３月１８日（金）  １４時３０分～ 

 

場 所   西都市役所 市長応接室（西都市聖陵町 2 丁目 1 番地） 

 

出席者   西都市 市長 橋田 和実 

西日本電信電話㈱ 宮崎支店 支店長 朝長 和彦 

 

式次第  （１）開会の辞 

          （２）出席者紹介 

          （３）協定趣旨説明 

          （４）協定書締結 

（５）挨拶 

            西都市 市長 橋田 和実 

            西日本電信電話㈱ 宮崎支店 支店長 朝長 和彦 

         （６）閉会の辞 

 

３． 開始時期 

２０１６年３月１８日以降、準備が整い次第 

 

 



４． 特設公衆電話の設置場所及び回線数 

 

避難場所：３７か所、 回線数：５４回線 

 

No. 施設名 回線数 所在地 備考 

1 宮崎医療福祉専門学校 1 西都市清水 1000 
 

2 妻南小学校 2 西都市大字三宅 166 
 

3 西都原運動公園屋内練習場 2 西都市大字三宅 3392 
 

4 西都市役所南庁舎 1 西都市聖陵町 2-27 
 

5 コミュニティセンター 2 西都市聖陵町 2-26 
 

6 妻中学校 2 西都市大字右松 2534 
 

7 勤労青少年ホーム 1 西都市大字右松 2606-1 
 

8 西都市公民館 1 西都市大字右松 2606-1 
 

9 西都市民体育館 2 西都市大字妻 1509 
 

10 西都市児童館 1 西都市大字下妻 4 
 

11 西都市民会館 2 西都市大字小野崎 2-49 
 

12 妻北小学校 2 西都市大字右松 2688 
 

13 妻高等学校 2 西都市大字右松 2330 
 

14 西都商業高等学校 2 西都市調殿 880 
 

15 穂北中学校 2 西都市大字南方 2276 
 

16 穂北小学校 2 西都市大字南方 2291 
 

17 穂北地区館 1 西都市大字南方 2579-1 
 

18 茶臼原地区体育館 1 西都市大字茶臼原 706 
 



19 茶臼原小学校 1 西都市大字穂北 5253-4 
 

20 三納小中学校 2 西都市大字三納 3231-5 
 

21 三納中学校跡 2 西都市大字三納 3256 
 

22 三納地区館 1 西都市大字三納 3312 
 

23 三納地区体育館 1 西都市大字三納 12506 
 

24 都於郡小学校 2 西都市大字鹿野田 6111 
 

25 都於郡地区館 1 西都市大字鹿野田 5068-1 
 

26 都於郡地区体育館 1 西都市大字鹿野田 1570 
 

27 都於郡中学校 2 西都市大字岩爪 2422 
 

28 都於郡地区南体育館 1 西都市大字荒武 3877-1 
 

29 都於郡小学校山田分校 1 西都市大字山田 3252 
 

30 三財小中学校 2 西都市大字下三財 8195 
 

31 三財中学校跡 2 西都市大字下三財 8242 
 

32 三財地区館 1 西都市大字下三財 5211-2 
 

33 三財地区体育館 1 西都市大字下三財 5211-2 
 

34 銀鏡小学校跡 1 西都市上揚 2-2 
 

35 銀上小・銀鏡中学校 1 西都市大字銀鏡 466 
 

36 銀鏡集会所 1 西都市大字銀鏡 85 
 

37 東米良診療所 1 西都市大字中尾 171-9 
 

計 ３７施設 ５４回線 
  

 
  



５． 特設公衆電話の開設 
 

開設にあたっては、被災状況等を考慮して西都市と西日本電信電話㈱宮崎支店が協議して

決定します。 
 

６． 特設公衆電話の利用方法 

 

特設公衆電話の開設後、避難された方々は、無料でご利用いただけます。 

注１：利用開始にあたっては、西都市から西日本電信電話㈱宮崎支店が連絡を受けた後となります。 

注２：特設公衆電話は発信専用となります。着信用として利用することはできませんのでご注意ください。 

 

７．その他 

   西日本電信電話㈱宮崎支店では、引き続き県内各市町村への特設公衆電話事前設置に向け

た取組みを進めてまいります。 

 

 

 

※ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表時のものです。最新の情報と内容が異なる

場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 


